
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（省令抜粋） 

（掲示） 

第 22条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代え

ることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。 

 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（解釈通知抜粋） 

(18) 掲示 

① 基準第 22条第１項は、基準第４条の規定により居宅介護支援の提供開始時に運営規程の概要、

介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者

評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開

示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を利用申込者及びその

家族に対して説明を行った上で同意を得ることとしていることに加え、指定居宅介護支援事業所

への当該重要事項の掲示を義務づけることにより、サービス提供が開始された後、継続的にサー

ビスが行われている段階においても利用者の保護を図る趣旨である。また、基準第 22条第３項

は、指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項を当該指定居宅介護支援事業者のウェブ

サイトに掲載することを規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は

介護サービス情報公表システムのことをいう。なお、指定居宅介護支援事業者は、重要事項の掲

示及びウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はそ

の家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 介護支援専門員の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣

旨であり、介護支援専門員の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

ハ 介護保険法施行規則第 140条の 44各号に掲げる基準に該当する指定居宅介護支援事業所につい

ては、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第 22条第３項

の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を

行わない場合も、同条第１項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や基準省

令第 31条第１項の規定に基づく措置に代えることができること。 

② 基準第 22条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又

はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定居宅介護支援事業所内に備え付けることで同条第

１項の掲示に代えることができることを規定したものである。 

基準第 22条は、基準第４条の規定により居宅介護支援の提供開始時に利用者のサービスの選択

に資する重要事項（その内容については(１)参照）を利用者及びその家族に対して説明を行った

上で同意を得ることとしていることに加え、指定居宅介護支援事業所への当該重要事項の掲示を

義務づけることにより、サービス提供が開始された後、継続的にサービスが行われている段階に

おいても利用者の保護を図る趣旨である。 
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